
2020年12月22日

（単位：百万円）（単位：百万円）

科　　　　　　目 金      額 科　　　　　　目 金      額

（資　  産　  の　  部） （負　　債　  の　  部）

現 金 預 け 金 262,321 預 金 1,897,264

商 品 有 価 証 券 1,097 譲 渡 性 預 金 3,400

有 価 証 券 492,552 借 用 金 107,100

貸 出 金 1,335,435 外 国 為 替 8

外 国 為 替 6,441 そ の 他 負 債 13,020

そ の 他 資 産 15,554 未 払 法 人 税 等 235

そ の 他 の 資 産 15,554 リ ー ス 債 務 2,067

有 形 固 定 資 産 23,326 資 産 除 去 債 務 166

無 形 固 定 資 産 5,616 そ の 他 の 負 債 10,550

前 払 年 金 費 用 951 賞 与 引 当 金 629

支 払 承 諾 見 返 1,255 株 式 給 付 引 当 金 75

貸 倒 引 当 金 △5,893 睡眠預金払戻損失引当金 150

偶 発 損 失 引 当 金 563

繰 延 税 金 負 債 1,398

再評価に係る繰延税金負債 2,554

支 払 承 諾 1,255

負 債 の 部 合 計 2,027,419

（純   資   産   の   部）

資 本 金 37,461

資 本 剰 余 金 31,674

資 本 準 備 金 15,000

そ の 他 資 本 剰 余 金 16,674

利 益 剰 余 金 25,699

利 益 準 備 金 2,976

そ の 他 利 益 剰 余 金 22,723

繰 越 利 益 剰 余 金 22,723

株 主 資 本 合 計 94,835

その他有価証券評価差額金 12,955

土 地 再 評 価 差 額 金 3,448

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 16,403

純 資 産 の 部 合 計 111,239

資 産 の 部 合 計 2,138,658 負債及び純資産の部合計 2,138,658

　　　中間貸借対照表（２０２０年９月３０日現在）

　　　　　　　三重県松阪市京町510番地
　　　　　　　株式会社　第　三　銀　行
　　　　　　　取締役頭取　岩　間　弘

　第１１２期　中 間 決 算 公 告



中間損益計算書

                                                                                                                                                                                                                                                                       （単位：百万円）

科             目 金             額

15,319

資 金 運 用 収 益 10,406

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （ 7,311 )

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） （ 3,055 )

役 務 取 引 等 収 益 2,978

そ の 他 業 務 収 益 438

そ の 他 経 常 収 益 1,496

12,499

資 金 調 達 費 用 192

（ う ち 預 金 利 息 ） （ 185 ）

役 務 取 引 等 費 用 1,318

そ の 他 業 務 費 用 24

営 業 経 費 10,001

そ の 他 経 常 費 用 962

2,820

29

259

2,591

110

18

128

2,462

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

２０２０年４月　１日から
２０２０年９月３０日まで

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益

経 常 収 益

経 常 費 用

特 別 利 益

経 常 利 益

特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 利 益



 

個 別 注 記 表 

 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他

有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、

ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行って

おります。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 ３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、1998 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに

2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し、年間減価償却費見積

額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

    建 物     ３年～50 年 

     その他     ３年～20年 

 （２）無形固定資産 

    無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内にお

ける利用可能期間（主として５年～10年）に基づいて償却しております。 

 （３）リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年

数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。 

５．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及び

それと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記

載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きい

と認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見

込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計

上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間におけ

る平均値に基づき損失率を求め、算定しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し

た資産監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証

による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、そ

の金額は 6,605 百万円であります。 



 

（２）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間

期に帰属する額を計上しております。 

 （３）株式給付引当金 

   株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 

及び執行役員への株式会社三十三フィナンシャルグループ株式の給付等に備えるため、当中間期末における 

株式給付債務の見込額に基づき、必要額を計上しております。 

（４）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。当中間期末においては、

年金資産の額が退職給付債務から未認識項目の合計額を控除した額を超過しているため、前払年金費用とし

て貸借対照表に計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間期末まで

の期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上

の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

      過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12 年）による定額法により

損益処理 

      数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）による定

額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から損益処理 

（５）睡眠預金払戻損失引当金 

   睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備

えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。 

（６）偶発損失引当金 

   偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払いに備えるた

め、将来の負担金支払見込額を計上しております。 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用

に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号。2002 年２月 13 日。

以下、「業種別監査委員会報告第 24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価

の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段であ

る金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッ

シュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により

有効性の評価をしております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

８．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、

有形固定資産に係る控除対象外消費税等はその他の資産に計上し、５年間で均等償却を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 



 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額  5,604 百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は 603百万円、延滞債権額は 27,977百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分

を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第 97号）第 96条第

１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は 87百万円であります。 

 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 3,571 百万円であります。 

 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債

権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 32,239 百万円で 

あります。 

   なお、２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ

た銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処

分できる権利を有しておりますが、その額面金額は 3,712百万円であります。 

７．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会計士

協会会計制度委員会報告第３号 2014年 11月 28 日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理し

た参加元本金額のうち、中間貸借対照表計上額は、6,526百万円であります。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

     担保に供している資産 

         有価証券        122,539 百万円 

      担保資産に対応する債務 

 預金            7,045百万円 

借用金          107,100百万円 

     上記のほか、デリバティブ取引、及び公金事務取扱等の取引の担保として、有価証券 508百万円及びその他

資産 187 百万円を差し入れております。 

     子会社、子法人等及び関連法人等の借入金等の担保として、差し入れている有価証券はありません。 

   また、その他の資産には、金融商品等差入担保金 680 百万円、中央清算機関差入証拠金 10,000 百万円及び敷

金・保証金 310 百万円が含まれております。 

   なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しておりますが、これに

より引き渡した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等の額面金額はありません。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、 

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であり

ます。これらの契約に係る融資未実行残高は 516,666 百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のも

の又は任意の時期に無条件で取消可能なもの及び総合口座の貸越契約によるものが 492,490百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず

しも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情 

勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約



 

極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・

有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、

必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

１０．土地の再評価に関する法律（1998年３月 31日公布法律第 34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行 

  い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に 

  計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

    再評価を行った年月日      

1999年３月 31日 

    同法律第３条第３項に定める再評価の方法  

 土地の再評価に関する法律施行令（1998 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第４号に定める地価税

法に基づいて、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出。 

１１．有形固定資産の減価償却累計額   20,269百万円 

１２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保

証債務の額は 11,841百万円であります。 

１３．銀行法施行規則第 19 条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率（国内基準）は、8.22％であり 

ます。 

 

（中間損益計算書関係） 

１．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額 707百万円及び株式等償却 29百万円を含んでおります。 

２．当中間期において、使用方法の変更の決定及び営業キャッシュ・フローの低下により以下の資産について帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、199 百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

地 域 用 途 種 類 減損損失 

三重県内 営業店舗 

土地 105 百万円 

建物 26 百万円 

その他の有形固定資産 38 百万円 

三重県外 

営業店舗 

土地 2 百万円 

建物 1 百万円 

その他の有形固定資産 2 百万円 

遊休資産 

土地 16 百万円 

建物 0 百万円 

その他の有形固定資産 6 百万円 

 資産のグルーピングについては、営業店舗、ATMコーナー等の営業用資産は原則として営業店単位とし、

出張所、サテライト店等の機能分担を行っている営業店は当該母店とともにグルーピングしております。本

部、事務センター、教育センター、福利厚生施設等の共用資産は銀行全体を一体としてグルーピングし、遊

休資産は個々の資産を独立した資産としてグルーピングしております。 

 資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額に

よる場合は、資産の評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。資産の評価については、資産

の重要性を勘案し、適切に市場価格を反映していると考えられる指標により評価しております。また、使用

価値による場合は将来キャッシュ・フローを 2.11％で割り引いて算定しております。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（有価証券関係） 

 １．満期保有目的の債券（2020年９月 30日現在） 

   該当ありません。 

 ２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2020 年９月 30 日現在） 

    時価のある子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は該当ありません。 

    なお、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法

人等株式は次のとおりであります。 

   

中間貸借対照表計上額（百万円）

子会社・子法人等株式 3,861

組合出資金 1,743

合計 5,604  

 

３．その他有価証券（2020年９月 30日現在） 

    中 間 貸 借 対 照 取 得 原 価 差 額 

  種類   表 計 上 額     

     （百万円） （百万円） （百万円） 

   株   式 19,248 8,560 10,688 

中間貸借対照表  債   券 215,522 212,185 3,336 

計上額が取得原    国  債 91,987 89,988 1,998 

価を超えるもの    地方債 69,224 68,780 444 

     社  債 54,310 53,417 892 

   その他 102,198 94,912 7,285 

  小計 336,969 315,658 21,311 

   株   式 2,180 2,511 △331 

中間貸借対照表  債   券 63,355 64,164 △809 

計上額が取得原    国  債 14,079 14,223 △144 

価を超えないもの    地方債 13,174 13,202 △27 

     社  債 36,100 36,738 △637 

   その他 81,140 84,584 △3,443 

  小計 146,676 151,260 △4,584 

合計   483,645 466,919 16,726 

 

  （注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

中間貸借対照表計上額（百万円）

株式 1,909

その他 1,392

合計 3,301  
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。 

 

４．減損処理を行った有価証券 

 該当ありません。 

 

 



 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産   

 貸倒引当金 3,227 百万円 

＾退職給付引当金 312 百万円 

 賞与引当金 188 百万円 

 減価償却費 84 百万円 

  有価証券評価損 2,598 百万円 

  その他 1,089 百万円 

繰延税金資産小計 7,499 百万円 

評価性引当額 △5,116 百万円 

繰延税金資産合計 2,383 百万円 

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △3,770 百万円 

 その他 △10 百万円 

繰延税金負債合計 △3,781 百万円 

繰延税金資産(負債）の純額 △1,398 百万円 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額                       4,466 円 13銭 

１株当たりの中間純利益金額            126 円 17銭 

潜在株式調整後 1株当たり中間純利益金額         51 円 56銭 

 



（単位：百万円）

科　　　目 金      額 科　　　目 金      額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

現 金 預 け 金 262,343          預 金 1,889,651        

商 品 有 価 証 券 1,097            譲 渡 性 預 金 3,400            

有 価 証 券 489,081          借 用 金 119,631          

貸 出 金 1,330,962        外 国 為 替 8                

外 国 為 替 6,441            そ の 他 負 債 15,428           

そ の 他 資 産 33,896           賞 与 引 当 金 679              

有 形 固 定 資 産 23,870           退 職 給 付 に 係 る 負 債 428              

無 形 固 定 資 産 5,653            株 式 給 付 引 当 金 75               

繰 延 税 金 資 産 238              役 員 退 職 慰 労 引 当 金 14               

支 払 承 諾 見 返 1,255            睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 150              

貸 倒 引 当 金 △ 6,955 偶 発 損 失 引 当 金 563              

繰 延 税 金 負 債 1,014            

再評価に係る繰延税金負債 2,554            

支 払 承 諾 1,255            

負 債 の 部 合 計 2,034,855        

（純　資　産  の  部）

資 本 金 37,461           

資 本 剰 余 金 34,252           

利 益 剰 余 金 25,828           

株 主 資 本 合 計 97,541           

その他有価証券評価差額金 12,949 

土 地 再 評 価 差 額 金 3,448            

退職給付に係る調整累計額 △ 908 

その他の包括利益累計額合計 15,489 

純 資 産 の 部 合 計 113,030          

資 産 の 部 合 計 2,147,886        負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 2,147,886        

中間連結貸借対照表（２０２０年９月３０日現在）

第１１２期　中 間 決 算 公 告

2020年12月22日

　　　　　　　三重県松阪市京町510番地
　　　　　　　株式会社　第　三　銀　行
　　　　　　　取締役頭取　岩　間　弘



中間連結損益計算書

　　科　　　　　　目 金 額

経 常 収 益 17,842      

資 金 運 用 収 益 9,681   

( う ち 貸 出 金 利 息 ) ( 7,333   )

( う ち 有 価 証 券 利 息 ) ( 2,306   )

 役 務 取 引 等 収 益 3,238   

 そ の 他 業 務 収 益 438     

 そ の 他 経 常 収 益 4,484   

経 常 費 用 15,503      

資 金 調 達 費 用 224     

( う ち 預 金 利 息 ) ( 185     )

役 務 取 引 等 費 用 1,331   

そ の 他 業 務 費 用 24

営 業 経 費 10,145  

そ の 他 経 常 費 用 3,776   

経 常 利 益 2,339       

特 別 利 益 29

固 定 資 産 処 分 益 29

特 別 損 失 253         

固 定 資 産 処 分 損 53

減 損 損 失 199

2,116       

210

16 

227         

1,888 

1,888       

２０２０年４月　１日から
２０２０年９月３０日まで

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

中 間 純 利 益

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

法 人 税 等 合 計

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

 （単位：百万円）



 

連 結 注 記 表 

 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結される子会社及び子法人等    ６社 

    三銀ビジネス・サービス株式会社 

    三銀コンピューターサービス株式会社 

    三銀不動産調査株式会社 

    三重総合信用株式会社 

    第三カードサービス株式会社 

    三重リース株式会社 

     なお、三銀不動産調査株式会社は、2020年９月 30日付で解散し、現在清算手続き中であります。 

（２）非連結の子会社及び子法人等     ４社 

 さんぎん農業法人投資事業有限責任組合 

 さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合 

 第２号さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合 

 エヌスリー投資事業有限責任組合 

  非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持 

 分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企 

 業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲 

 から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

（１）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

（２）持分法適用の関連法人等 

該当ありません。 

（３）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等   4社 

 さんぎん農業法人投資事業有限責任組合 

 さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合 

 第２号さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合 

 エヌスリー投資事業有限責任組合 

  持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見 

 合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結

計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

（４）持分法非適用の関連法人等 

   該当ありません。 

３．連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

  連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

９月末日  ６社 

 

 

 

 



 

会計方針に関する事項 

（１）商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

（２）有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売 

却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動 

平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

（３）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

（４）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並

びに 2016 年４月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し、年間減価償却費

見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

     建 物     ３年～50年 

      その他     ３年～20年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法

により償却しております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに

連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年～10 年）に基づいて償却しております。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、零としております。 

（５）貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて

いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計

上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務

者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま

す。 

上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上し

ており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値

に基づき損失率を求め、算定しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資

産監査部署が査定結果を監査しております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証によ

る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は

6,605百万円であります。 

 連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認

めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上

しております。 



 

（６）賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結

会計期間に帰属する額を計上しております。 

（７）役員退職慰労引当金の計上基準 

   連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に

対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上してお

ります。 

（８）株式給付引当金の計上基準 

  株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 

及び執行役員への株式会社三十三フィナンシャルグループ株式の給付等に備えるため、当中間連結会計期間末に

おける株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。 

（９）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

   睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について、預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備え

るため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。 

（１０）偶発損失引当金の計上基準 

   偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、

将来の負担金支払見込額を計上しております。 

（１１）退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法について

は給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりで

あります。 

       過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）による定額法により損益

処理 

    数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）による

定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

   なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付

に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま

す。 

（１２）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

 連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換

算しております。 

（１３）重要なヘッジ会計の方法 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準

適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号 2002 年２月 13

日。以下、「業種別監査委員会報告第 24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評

価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段であ

る金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシ

ュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効

性の評価をしております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

連結される子会社及び子法人等のヘッジ会計の方法は、一部の会社で借用金の金利リスクをヘッジするため、

金利スワップの特例処理を行っております。 

（１４）中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現

金及び日本銀行への預け金であります。 



 

（１５）消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理

は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等はその他の資産に計上し、５

年間で均等償却を行っております。 

 

注記事項 

 （中間連結貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く）1,743百万円  

２．貸出金のうち、破綻先債権額は 603百万円、延滞債権額は 28,099百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除

く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第 97号）第 96条第１項第

３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は 87百万円であります。 

 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 3,572百万円であります。 

 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及

び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 32,363百万円でありま

す。 

   なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた

銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分で

きる権利を有しておりますが、その額面金額は、3,712百万円であります。 

７．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会計士

協会会計制度委員会報告第３号 2014年 11月 28日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理し

た参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表計上額は、6,526百万円であります。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

     担保に供している資産 

        有価証券             122,539百万円 

その他資産              1百万円 

     担保資産に対応する債務 

        預金              7,045百万円 

     借用金               107,100百万円 

   上記のほか、デリバティブ取引、及び公金事務取扱等の取引の担保として、有価証券 508百万円及びその他資

産 187百万円を差し入れております。 

   非連結の子会社及び子法人等の借入金等の担保として、差し入れている有価証券はありません。 

   また、その他資産には、金融商品等差入担保金 680百万円、中央清算機関差入証拠金 10,000百万円及び敷金・

保証金 321百万円が含まれております。 

   なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第 24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これによ

り引き渡した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等の額面金額はありません。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、 



 

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は 519,750百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又

は任意の時期に無条件で取消可能なもの及び総合口座の貸越契約によるものが 495,574百万円あります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。

これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結さ

れる子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条

項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約

後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上

の措置等を講じております。 

１０．土地の再評価に関する法律（1998年３月 31日公布法律第 34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を 

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に

計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

    再評価を行った年月日   

1999年３月 31日 

    同法律第３条第３項に定める再評価の方法  

 土地の再評価に関する法律施行令（1998 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第４号に定める地価税法

に基づいて、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出。 

１１．有形固定資産の減価償却累計額 20,418百万円 

１２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の

額は 11,841百万円であります。 

１３．銀行法施行規則第 17条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）は、8.37％であります。 

 

（中間連結損益計算書関係） 

１．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額 790百万円及び株式等償却 29百万円を含んでおります。 

２．当中間連結会計期間において、地価の下落により以下の資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、199

百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

地 域 用 途 種 類 減損損失 

三重県内 営業店舗 

土地 105 百万円 

建物 26 百万円 

その他の有形固定資産 38 百万円 

三重県外 

営業店舗 

土地 2 百万円 

建物 1 百万円 

その他の有形固定資産 2 百万円 

遊休資産 

土地 16 百万円 

建物 0 百万円 

その他の有形固定資産 6 百万円 

 資産のグルーピングについては、営業店舗、ATMコーナー等の営業用資産は原則として営業店単位とし、出

張所、サテライト店等の機能分担を行っている営業店は当該母店とともにグルーピングしております。本部、

事務センター、教育センター、福利厚生施設等の共用資産は銀行全体を一体としてグルーピングし、遊休資産

は個々の資産を独立した資産としてグルーピングしております。また、連結される子会社及び子法人等は各社

を一つの単位としてグルーピングしております。 

 資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額によ

る場合は、資産の評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。資産の評価については、資産の重

要性を勘案し、適切に市場価格を反映していると考えられる指標により評価しております。また、使用価値に



 

よる場合は将来キャッシュ・フローを 2.11％で割り引いて算定しております。 

３．中間包括利益 4,319百万円 

 

（金融商品関係）            

○ 金融商品の時価等に関する事項 

 2020 年９月 30 日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注 2）参照）。 

 

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引に

よって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。なお、「ヘッジ会計が適用されているもの」は、

金利スワップの特例処理によるものであります。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

  資 産 

(1) 現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。満期のある預け金については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としております。 

(2) 商品有価証券 

ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から

提示された価格によっております。 

(3) 有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。投資

信託は、公表されている基準価格によっております。 

自行保証付私募債は、主としてキャッシュ・フローから、信用リスクを控除したものを市場金利で割引くこ

とで時価を算出する方式にて現在価値を算定しております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。 

(4) 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き

く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定

金利によるものは、貸出金の種類、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、キャッシュ・フローから、信用リ

（単位：百万円）
中間連結貸借
対照表計上額

(1)現金預け金 262,343 262,343　　　　　　 ─
(2)商品有価証券
　　売買目的有価証券 1,097 1,097 ─
(3)有価証券
　　その他有価証券 484,029 484,029 ─
(4)貸出金 1,330,962
　　　貸倒引当金（＊１） △ 5,897

1,325,065 1,331,866 6,801
資産計 2,072,535 2,079,337 6,801
(1)預金 1,889,651 1,889,680 28
(2)譲渡性預金 3,400 3,400 ─
(3)借用金 119,631 119,450 △ 180
負債計 2,012,682 2,012,531 △ 151
デリバティブ取引（＊２）
　ヘッジ会計が適用されていないもの 838 838 ─
　ヘッジ会計が適用されているもの 　　　　  ─ △ 3 △ 3
デリバティブ取引計 838 834 △ 3

時価 差額



 

スクを控除したものを市場金利で割り引くことにより時価を算定しております。ただし、固定金利によるもの

のうち、住宅ローン等の消費者ローンについては、ローンの種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計

額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が

短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ･フローの現在価

値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日に

おける中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額

を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについ

ては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額

を時価としております。 

  負 債 

(1) 預金、及び (2) 譲渡性預金 

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算

定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期

間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。 

(3) 借用金 

借用金のうち、約定期間が短期間（１年以内）のもの、又は変動金利によるものは、短期間で市場金利を反

映し、また、当行並びに連結される子会社及び子法人等の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、

時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。約定期間が長期間（１

年超）で固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入におい

て想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ）、通貨関連取引（為替予約、通貨オプション）であり、

割引現在価値･取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算出した価額によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、

金融商品の時価情報の「資産(3)有価証券」には含まれておりません。 

(単位：百万円）

区  分 中間連結貸借対照表計上額

①非上場株式　（＊１）（＊２） 1,916

②非上場外国証券　（＊１） 8

③組合出資金（＊３） 3,127

合　　計 5,052
 

（＊１）非上場株式及び非上場外国証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当中間連結会計期間において、非上場株式について 29百万円減損処理を行なっております。 

（＊３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもの

で構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 

（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券（2020年９月 30日現在） 

   該当ありません。 

 



 

２．その他有価証券（2020年９月 30日現在） 

     

中間連結貸借 取得原価 差額

種類 対照表計上額

（百万円） 　（百万円） 　（百万円）

 株   式 19,424 8,640 10,784

 債   券 215,522 212,185 3,336

中間連結貸借対照  　 国　 債 91,987 89,988 1,998

表計上額が取得  　 地方債 69,224 68,780 444

原価を超えるもの  　 社　 債 54,310 53,417 892

 その他 102,314 95,025 7,288

小計 337,261 315,851 21,409

 株   式 2,180 2,512 △331

 債   券 63,355 64,164 △809

中間連結貸借対照  　 国　 債 14,079 14,223 △144

表計上額が取得  　 地方債 13,174 13,202 △27

原価を超えないもの  　 社　 債 36,100 36,738 △637

 その他 81,232 84,683 △3,451

小計 146,768 151,361 △4,592

484,029 467,212 16,816合計
 

 

３．減損処理を行った有価証券 

      該当ありません。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額                                   4,564円 83銭  

１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額              94円 58銭 

潜在株式調整後 1株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額       39円 55銭 


